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豊橋新城スマート IC（仮称）周辺土地利用構想策定委託業務プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務の概要 

（１） 業 務 名   豊橋新城スマートＩＣ（仮称）周辺土地利用構想策定委託業務 

（２） 業務内容   別紙 仕様書 のとおり 

（３） 業務期間   契約締結日から令和６年３月 22 日（金）まで 

（４） 契約上限金額 金 20,500 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

       （配分は、令和４年度 0 千円、令和５年度 20,500 千円） 

 

２ プロポーザルに参加する者に必要な資格 

プロポーザルの提案資格は、プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において次の各号に掲

げる要件をすべて満たすこととする。 

ア. 令和４・５年度豊橋市入札参加資格者名簿の大分類：役務の提供、中分類：調査委託、小

分類：総合研究所又は交通関係調査について登録されていること。 

イ. 愛知県内の本店（本社）、支店又は営業所等で、本市に登録していること。 

ウ. 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者で

ないこと。  

エ. 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市工事請負契約等に係

る指名停止措置要領」による指名停止の期間がないこと。 

オ. 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市が行う事務又は事業

からの暴力団排除に関する合意書」（平成 26 年３月 26 日付け豊橋市⾧・愛知県豊橋警察

署⾧締結）に基づく排除処置を受けていないこと。 

カ. 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがな

されていない者及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づき再生手続開

始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受け

た者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審

査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てを

なされなかった者とみなす。 

キ. 平成 29 年度以降に元請けとして、総合的かつ計画的な土地利用の推進を図ることを目的

とした土地利用の構想策定や計画策定の業務を履行した実績を有する者であること。 

ク. 技術士（建設部門 都市及び地方計画）の資格を有し、キ．記載の業務について平成 29

年度以降に携わった実績を有する管理技術者を配置できること。 

 

３ 担当部局 

〒４４０－８５０１ 

愛知県豊橋市今橋町１ 豊橋市建設部道路建設課 

電 話：０５３２－５１－２５２０ 
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ファックス：０５３２－５６－５５１６ 

電子メールアドレス：dorokensetsu@city.toyohashi.lg.jp 

 

４ 参加意向申出書の作成要領 

（１） 参加意向申出書の様式 

「プロポーザル参加意向申出書（様式１）」に示すとおりとする。 

（２） 参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項 

応募者の「会社概要書（様式１-１）」並びに応募者における同種業務の受注実績（企業の本店、

支店、営業所等を含む業務の実績についてそれぞれ３件まで）について、「業務実績表（様式

１-２）」に記載すること。なお「業務実績表」には、記載した業務の契約書の写し及び業務内

容が確認できる書類（業務仕様書の写し等）を添付すること。また、配置を予定している技術

士を証する書類（技術士登録等証明書の写し）も添付すること。 

 

５ 参加意向申出書の提出及び提出期限 

（１） 提出書類等 

ア. プロポーザル参加意向申出書（様式１） 

イ. ４（２）において必要とする添付書類 

（２） 提出部数 

各１部 ※提出書類は全てＡ４サイズ 縦 左綴（２穴）ファイリングにより提出すること。 

（３） 提出先 

３ 担当部局 と同じ 

（４） 提出方法 

持参（土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前８時 30 分から午後５時まで）又は郵送（書留

郵便に限る）とする。 

（５） 提出期限 

令和５年２月 10 日（金） 午後５時必着 

 

６ 参加意向申出に関する質問及び回答 

参加意向申出書の提出に関する質問の受付及び回答については、次による。 

（１） 質問先 

３ 担当部局と同じ 

（２） 質問期間 

令和５年１月 25 日（水）～令和５年２月１日（水）午後５時まで 

（３） 質問方法 

質問書（様式２）に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。

なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。 

（４） 回答 令和５年２月６日（月） 

本市ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/53864.htm 
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７ 提案書の提出を要請する者の確認 

提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書（様式３）」により、提案書等の提出につい

て通知する。※令和５年２月 16 日（木）に電子メールにて回答予定 

 

８ 提案書の作成及び記載上の留意事項 

（１） 提案書作成上の基本事項 

プロポーザルは業務における取組み方法について提案を求めるものであり、当該業務内容に

ついての文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図の使用は可能であるが、

提案の内容が具体的に表現されたもの（設計図、模型等）を求めるものではない。業務に係る

作業は、豊橋市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、仕様書及び豊橋市が提

示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。 

（２） 提案書記載上の留意事項 

ア. 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。 

イ. 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認めるが、

具体的な設計の内容を表現しないこと。 

ウ. 設計図、模型（模型写真を含む。）、透視図等は使用しないこと。 

エ. 提案書に提案者を特定することができる内容の記述（社名等）を記述しないこと。 

オ. 提案書は、定められた様式に従い記載し提出すること。書類サイズは原則Ａ４版とし、使

用する文字の大きさは 10.5 ポイント以上とするが、図表等では他のポイントを使用して

もよい。 

 

９ 提案書の作成要領 

提案書の様式は次に示すとおりとする。 

（１） 業務の実施体制、実施方針及び実施方法等を記述する。 

ア. 提案書の提出について（様式４） 

イ. 業務実施体制（様式４-１） 

ウ. 予定技術者の経歴等（様式４-２） 

エ. 業務実施スケジュール（様式４-３） 

オ. 業務実施方針及び技術提案（任意様式、Ａ４サイズ５枚まで） 

（２） 参考見積及び見積金額内訳書（任意様式） 

なお、見積内容は仕様書と整合を図ること。 

（３） 提案書の無効 

提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件に適合しない場合は、提案を無効と

することがある。 

 

10  提案書等の提出方法 

（１） 提出書類及び部数 

ア. 提案書（様式４～４-３他）正本１部、副本 10 部 
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正本、副本ともにＡ４サイズ・縦⾧・左綴（２穴）ファイリングにより提出すること。副

本には提案者名が特定できるような記述をしないこと。 

イ. 見積書及び見積内訳書（様式は任意）各１部 

（２） 提出先 

３ 担当部局 と同じ 

（３） 提出方法 

持参（土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前８時 30 分から午後５時まで）又は郵送（書留

郵便に限る）とする。 

（４） 提出期限 

令和５年３月２日（木） 午後５時必着 

提出期限後に到着した提案書は無効とする。 

 

11  提出された提案書等の取扱い 

（１） 提案書等の著作権は提案者に帰属する。なお、本プロポーザルの契約候補者特定結果に関する

公表その他市が必要と認めるときは、市は特定事業者の提案書等の全部または一部を無償で

使用できるものとする。 

（２） 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、「豊橋市情報公開条例（平成８年豊橋市

条例第２号）」に基づき、同条例第 12 条第１項または第２項による意見書提出の提案及び提

出書類を公開する場合があるものとする。 

（３） 提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の特定以外の目的では使用しな

い。 

（４） 提出された提案書等は、返却しない。 

（５） 提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の

対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。 

 

12  実施要領、業務説明書（仕様書）等に対する質問及び回答 

（１） 「質問書（様式２）」に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出する

こと。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこ

と。 

（２） 質問の受付場所 

３ 担当部局 と同じ 

（３） 質問の受付期間 

令和５年２月 16 日（木）から令和５年２月 22 日（水）午後５時まで 

（４） 回答 令和５年２月 27 日（月） 

本市ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/53864.htm  

※仕様の補足等が掲載されることもあるので、回答については提案書等の提出前に必ず確認

を行うこと。 
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13  評価の手続及び契約候補者の特定 

提出された提案書等について、「豊橋新城スマートＩＣ（仮称）周辺土地利用構想策定委託業務プ

ロポーザル評価委員会」において下記のように評価を実施し、最も優れている提案者を契約候補

者として特定し、契約締結に向けた手続を行う。また、提案者が３者を上回った場合は第一次審

査として書面審査を実施し、３者を第二次審査参加者として選定する。３者を上回らなかった場

合は、第一次審査予定日に書面審査、プレゼンテーション及びヒアリングを併せて行う。 

（１） 第一次審査（書面審査） 

日時 令和５年３月 15 日（水）頃 

第一次審査の結果については、「結果通知書（第一次審査）（様式５-１）」より電子メール及び

郵送で通知する。（令和５年３月 16 日（木）予定） 

（２） 第二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 

日程 令和５年３月 30 日（木）頃 

時間、場所及び留意事項等については別途通知する。 

なお、出席者は２名以内（うち１名は業務を中心的に担当する者）とし、ヒアリング時間は １

者あたり 20 分程度（説明 15 分、質疑５分程度）を予定している。 

（３） 評価基準 

別添「提案書を特定するための評価基準」による。 

（４） 契約候補者の特定 

ア. 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として、契約締結に向

けた手続を行う。 

イ. 提案者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。 

ウ. 評価委員会各委員の持ち点（150 点）を合算した値（満点）の５割を最低基準点とし、各

委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、契約候補者として特定しない。 

エ. 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者（最低基準点を満たしている者

に限る。）を新たな契約候補者として手続を行うものとする。 

オ. 各委員の合算した評価点が同点だった場合は、審査項目の委託業務概算見積りにおいて

評価が高い提案書を優先とし、その項目も同点だった場合は、審査項目の技術提案 テー

マ３ 「導入機能の実現化方針の検討について」 において評価が高い提案書を優先とす

る。さらにその項目も同点だった場合は、評価表の各得点を参考に評価委員の合議により

優先者を決定する（第一次審査を実施した場合の特定についても同様とする）。 

 

14  評価結果に関する事項 

（１） 結果通知書 

契約候補者として、特定又は特定しなかった旨を書面「結果通知書（第二次審査）（様式５-２）」

により通知する。 

（２） 評価結果の公表 

提案書の特定をされた者及び特定理由については、特定後に「豊橋新城スマートＩＣ（仮称）



6 

 

周辺土地利用構想策定委託業務にかかる提案書の特定者及び特定理由について（様式６）」を

豊橋市建設部道路建設課内において配置し、これを閲覧させること及び ３ 担当部局 ホー

ムページにおいて公表する。 

（３） 非特定理由についての説明の請求 

特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求めることができる。 

（４） 非特定理由についての説明の請求先 

３ 担当部局に同じ 

（５） 請求期間 

通知をした日の翌日から起算して３日（土・日曜日、祝日・休日を含まない。）以内の午前９

時から午後５時までとする。 

（６） 回答 

非特定理由についての説明の請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して５

日以内に書面により行う。 

 

15  無効となる提案等 

次に該当する提案は、無効とする。 

（１） 実施要領に示した提案資格を有しない者の提案 

（２） 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

（３） 実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

（４） 見積金額が契約上限金額を超える提案 

（５） 評価の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

 

16  契約の締結 

（１） 本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴取の相手方とする 

（２） 契約条項及び業務仕様は、特定した契約候補者の提案書による提案内容について契約上限金

額の範囲内で協議し、確定するものとする。 

（３） 契約候補者が契約締結までに次のいずれかにより契約が不可能となった場合は、次点の者か

ら順に繰り上がるものとする。 

ア. 「２ プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件」に記載した要件

のいずれかを満たさなくなったとき 

イ. 提案資格または提案内容が無効となったとき 

ウ. その他事故等の特別な事由により契約が不可能と認められるとき 

 

17  その他 

（１） 参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届（様式７）」を持参（土・日曜日、

祝日・休日を除く毎日午前８時３０分から午後５時まで）又は郵送により速やかに提出するこ

と。 

（２） プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。 
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（３） 提出後の参加意向申出書及び提案書等の修正、差し替え、追加、削除又は変更は、認めないも

のとする。 

（４） 電子メール等の通信事故について、豊橋市は一切の責任を負わないものとする。 

（５） 特定結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補者となった者が「豊橋

市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、

契約を締結しないものとする。なお、この場合、豊橋市は一切の損害賠償の責を負わない。 

（６） 契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察へ被

害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。 

（７） 本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 
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別 紙 

■評価基準 

評価項目 評価観点 

第１次審査（書面審査）                           ［配点 100 点］ 

業務実施方針及び技術提案 

［75 点］ 

＊業務実施方針及び技術提案について、下記の観点にて評価 

テーマ１：豊橋新城スマートＩＣ（仮称）周辺土地利用構想策定

にあたっての基本的な考え方について 

○ 業務内容の理解度、業務実施方針の具体性及び適格性について

の評価 

テーマ２：現状の整理や課題を抽出するにあたっての手法及び分

析方法について 

テーマ３：導入機能の実現化方針の検討について 

上記２、３は下記の観点にて評価 

〇 意見内容が具体的であり妥当性があるかどうかを評価 

〇 意見内容に適格性があり先進性や独創性があるかどうかを評価 

予定技術者の経験及び能力等 

［15 点］ 

＊予定技術者の経験及び能力について、下記の観点にて評価 

① 主たる担当技術者が有する技術士資格及び担当した同種業務

の実績 

② 取組体制（担当技術者の資格及び専従可否について）(業務

の実施体制は、原則として変更できない。) 

業務見積価格 

［10 点］ 

＊評価点の算出方法 

【算定式】評価点＝配点×最低見積価格／当該見積価格 

 ※少数点以下第２位を四捨五入 

  



9 

 

第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）                              ［配点 50 点］ 

提案内容 

［30 点］ 

＊提案内容の実現性に理論的な裏付けがあり、説得的であるかを

評価 

取組み意欲及びコミュニケー

ション能力 

［20 点］ 

① 業務を実施するうえでの課題や問題点を把握し、積極的に取

り組む姿勢があるかを評価 

② 質疑等への対応や応答の的確性、意見交換におけるコミュニ

ケーション能力を評価 

 


